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※１　堤防が無い箇所に、土を盛って堤防を作ります。

※２　堤防で高さや幅が足りない箇所に、土を足し堤防を補強します。

現地盤 現地盤

大きな洪水時に住宅側に流れ込む恐れがあります。

大きな洪水時に風や波の影響で住宅側に流れ込み、
堤防を洗掘し決壊の恐れがあります。
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 ９月の河川法申請受付件数 
河川法の条項等 H20 年９月 H20 年９月迄 H1９年度

第２４・２６条 ６件 ２１件 ６２件

第５５条 ２件 １７件 ３１件

一時使用 ４件 １４件 ３０件

その他 ０件 ０件 ４件

   
河川法第２４条 土地の占用許可 

河川法第２６条 工作物の新築などの許可 

河川法第５５条 河川保全区域での行為の制限 

一時使用 河川の一部を一時使用 

☆堤防の近くで盛土や掘削を行う場合には、河川法の手続きが必要とな

る場合がありますので、出張所に確認をお願いします。 

河川法の申請様式がダウンロードできます 
簡単な説明資料も入っています 

江戸川河川事務所のホームページから河川
法２４条、２６条、５５条などの申請様式がダ
ウンロード出来るようになりました。（ワード、
一太郎、ＰＤＦ）『川の利用促進・河川占用許
可の手続き』をご覧下さい。 
  

① 

② 

③ 

江戸川河川事務所では※１中川で堤防が無い

箇所や※２堤防があっても高さや幅が足りない

箇所の堤防の整備を行います（下図参照）。 
今年は八潮市管内で築堤工事３件及び排水樋

管改築工事を１件発注します。件名、工期は下記

のとおりです。施工箇所は左記のとおりです。 
① H19 鶴ヶ曽根築堤工事 

(平成 20 年 10 月上旬～平成 21 年３月下旬) 
② H19 木曽根上流築堤工事 

(平成 20 年 10 月上旬～平成 21 年３月下旬) 
③ H19 木曽根下流築堤工事 

(平成 20 年 9 月 17 日～平成 21 年３月 19 日) 
④ H19 新掘落し排水樋管改築工事 

(平成 20 年 11 月上旬～平成 21 年３月下旬) 

八八潮潮市市木木曽曽根根地地区区おおよよびび鶴鶴ヶヶ曽曽根根地地区区でで築築堤堤工工事事がが１１１１月月かからら始始ままりりまますす  

三 郷 市 

八 潮 市 

中中中    川川川  
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中川下流出張所１０月～１１月の予定 
番号 参加 月 日 曜日 予   定 

１  10 月 19 日 （日） 第１１回中川ボートフェスタ 

２  10 月 下旬  工事安全パトロール 

３  11 月 28 日 （金） 工事安全協議会 

４  11 月 下旬  工事安全パトロール 

５  11 月 下旬  船上パトロール 

あ と が き 

出水期もあと少しでおわりです。工事が本格的に始ま

ります。特に八潮市管内においては来年の３月まで河川

敷内を工事用車両が頻繁に往来します。築堤工事なので

土砂の運搬がメインになります。地元住民の方々、河川

敷を利用される方々には大変ご迷惑、ご不便をおかけし

ます。 

 工事の安全、特に第三者傷害事故防止に 

努め注意して施工しますので皆様の 

ご協力をお願いいたします。

第第第１１１１１１回回回中中中川川川ボボボーーートトトフフフェェェスススタタタ   

がががフフフラララワワワーーーパパパーーークククででで行行行わわわれれれままますすす   

１０月１９日（日）に八潮市のフラワーパークで

第１１回中川ボートフェスタが開催されます。（主催

八潮市体育協会）このイベントはかつて不法投棄の

山だった同会場が市民の方たちによる掃除や花壇づ

くりによって整備され「水辺の大切さを忘れないよ

うに」と始められたものです。ボートフェスタでは

県内の高校の漕艇部による高校レガッタと市民が１

０人乗りのゴム製ボートでスピードを競う E ボート

大会があります。江戸川河川事務所でも会場にブー

スを設け、河川事業、河川環境に係わる PR を行う

予定です。

↑木船係留状況 

出水後に流れて来たものも回収しています

８月末の豪雨により中川の水位がかなり上昇し

ました。吉川の水位観測所では、はん濫注意水位

を超え水防機関出動の指示が出ました。出水後の

点検では護岸などの施設には影響がありませんで

したが、右の写真のような木船やホテイアオイな

どが上流から流れてきました。木船は船の航行に

支障があるので回収しました。またホテイアオイ

など護岸などにのったゴミについては逐次撤去し

ていきます。 

八潮排水機場前の

ホテイアオイ ↓ 

昨年のボートフェスタ

の様子です。 

不法係留船調査を実施しました 
 
中川の河岸には、許可を受けずに係留して

いる船が多数あります。中川下流管内には約

１１０隻が不法係留しています。船の係留は

洪水時に流出の恐れがある事や、また、河川

の景観も損ねてしまいます。 
そこで、中川下流出張所では、不法係留船

の実態調査を毎年実施しており、今年は９月

４日（木）に調査を実施しました。警告書を

船に貼り、船の移動、撤去を促しました。 

及び 
不法係留船 

お知らせ：１１月１５日（土）首都圏外郭放水路の自由
見学会が開催されます。詳しくは「江戸川河川事務
所」ホームページをご覧下さい。 

不法係留船に警告書を

貼っています。↓ 

↑不法桟橋 


